
ＫＣＮ ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ契約約款 新旧対照表 

旧 新 

第３条 （用語の定義） 

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用し

ます。 

用語 用語の意味 

（略） 

利 用 料

金 

別に定める料金表に記載する、本サービスおよ

びオプションサービスの月額利用料 

ユ ニ バ

ー サ ル

サ ー ビ

ス料 

 

ユニバーサルサービス支援機関である一般社

団法人電気通信事業者協会が法に定める基礎

的電気通信役務の提供の確保のための負担金

に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に

係る交付金及び負担金算定等規則（平成１４年

総務省令第６４号）をもとに算出した料金 

電 話 リ

レ ー サ

ー ビ ス

料 

電話リレーサービス支援機関である一般社団法

人電気通信事業者協会が聴覚障害者等による

電話の利用の円滑化に関する法律（令和２年法

律第５３号）に定める電話リレーサービスの提供

の確保のための負担金に充てるために、聴覚障

害者等による電話の利用の円滑化に関する法

律施行規則（令和２年総務省令第１１０号）をもと

に算出した料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
 

第３条 （用語の定義） 

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用し

ます。 

用語 用語の意味 

（略） 

利 用 料

金 

別に定める料金表に記載する、本サービスおよ

びオプションサービスの月額利用料 

電 話 ユ

ニ バ ー

サ ル サ

ー ビ ス

料 

一般社団法人電気通信事業者協会が、法に定

める基礎的電気通信役務の提供の確保のため

の負担金に充てるために、第一号基礎的電気

通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定

等規則（平成１４年総務省令第６４号）に基づき

算出する額に従い当社が定める料金 

電 話 リ

レ ー サ

ー ビ ス

料 

一般社団法人電気通信事業者協会が、聴覚障

害者等による電話の利用の円滑化に関する法

律（令和２年法律第５３号）に定める電話リレー

サービスの提供の確保のための負担金に充て

るために、聴覚障害者等による電話の利用の円

滑化に関する法律施行規則（令和２年総務省令

第１１０号）に基づき算出する額に従い当社が定

める料金 

ブロード

バンドユ

ニ バ ー

サ ル サ

ー ビ ス

料 

一般社団法人電気通信事業者協会が、法に定

める第二号基礎的電気通信役務の提供の確保

のための負担金に充てるために、第二号基礎的

電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び

第二種負担金算定等規則（令和７年総務省令

第１６号）に基づき算出する額に従い当社が定

める料金 

（略） 
 

第２５条（料金等） 

料金等は、別に定める料金表に記載のとおりとします。加入

者は料金表に従って、利用料金、ユニバーサルサービス

料、電話リレーサービス料および事務手数料などを当社に

支払うものとします。なお、加入者は、当社が料金等の収納

業務を収納代行会社に委託する場合があることを承諾する

ものとします。 

（略） 

第２５条（料金等） 

料金等は、別に定める料金表に記載のとおりとします。加入者

は料金表に従って、利用料金、電話ユニバーサルサービス料、

電話リレーサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス

料および事務手数料などを当社に支払うものとします。なお、

加入者は、当社が料金等の収納業務を収納代行会社に委託

する場合があることを承諾するものとします。 

（略） 

付 則 

本約款は、２０２６年１月１日より施行します。 

付 則 

本約款は、２０２６年３月１日より施行します。 

別表 

ＫＣＮ ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ料金表 

※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込

みです。 

（表１）月額利用料 

サービス 月額利用料 

ＫＣＮ ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ ＊１ ４，９５０円 

プラスエリアモード利用料 ＊２ １，１００円 

※別途ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がか

かります。 

＊１ メールアカウント１個、ホームページ容量５０MB が付帯し

ています。 

 

 

 

 

＊２ プラスエリアモードによる通信が行われた月のみ支払い

が必要です。ただし、本契約においてａｕスマートバリュー／自

宅セット割（インターネットコース）の適用を受けている場合は、

提携事業者が定める期間の支払いを要しません。 

別表 

ＫＣＮ ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ料金表 

※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込

みです。 

（表１）月額利用料 

サービス 月額利用料 

ＫＣＮ ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ ＊１ ４，９５０円 ＊２ 

プラスエリアモード利用料 ＊３ １，１００円 

 

 

＊１ メールアカウント１個、ホームページ容量５０MB が付帯し

ています。 

＊２ １契約につき別途電話ユニバーサルサービス料、電話リ

レーサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス料が

必要です。なお、当該料金については、当社ホームページへ

の掲載により周知します。 

＊３ プラスエリアモードによる通信が行われた月のみ支払い

が必要です。ただし、本契約においてａｕスマートバリュー／

自宅セット割（インターネットコース）の適用を受けている場合

は、提携事業者が定める期間の支払いを要しません。 


